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②国立学校設置法制定～国立大学法人化前までの体制
③国立大学法人化後の体制（第１期中期目標期間）
④共同利用・共同研究拠点制度の創設
（第２期中期目標期間～）

２．共同利用・共同研究拠点制度が果たしてきた
役割およびさらなる「機能」の強化
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現在の共同利用・共同研究体制の概要

我が国の学術研究の中核システムとして、我が国の学術研究の基盤強化や新たな学術
研究の展開に貢献

大学共同利用機関法人：
個々の大学に属さない「大学の共同利用の研究所」である「大学共同利用機関」を設
置することを目的とし、国立大学法人法に基づき設置される法人。
（平成29年度現在、 4機構 17大学共同利用機関））

共同利用・共同研究拠点：
学校教育法施行規則第143条の3に基づき文部科学大臣が認定する拠点。
（平成29年度現在、国立大学77拠点、公私立大学28拠点）

・我が国全体の学術研究の発展の観点から、国として重点的に整備
・研究者コミュニティからの要望を踏まえ、個々の大学の枠を越えた多くの
研究機関・研究者の参画が可能

・個々の大学では整備できない大規模な施設・設備や大量のデータ・貴重な資料等を
全国の大学の研究者に提供

・様々な研究分野において、大型プロジェクトをはじめとする国際的に通じる
先端的な研究を実施
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共同利用・共同研究拠点および大学共同利用機関の位置づけの変遷
昭和28(1953)年（附置研究所の全国共同利用化）
附置研究所：当初、一般の附置研究所は明治以来の勅令により規定。その後、
国立学校設置法（昭和24年）に基づき同法施行令で規定。全国共同利用機能
を有する附置研究所も同法施行令で規定。

国立大学共同利用機関：国立学校設置法に基
づき同法施行令で規定。特定大学に附置しな
い大学の共同利用の機関として、最初に、高
エネルギー物理学研究所が設置された。

昭和46(1971)年

平成16(2004)年
附置研究所：国立大学法人化に伴い国立学校設置法が廃止され、法令上特段の
規定なし。文部科学大臣が定める中期目標の別表（学部・研究科等とともに
教育研究上の基本組織）において位置づけ。全国共同利用機能を有する附置
研究所は米印（※）を付し、中期計画中に共同利用を目的としていることが
明確になるように記述。
研究施設：国立学校設置法が廃止され、法令上特段の規定なし。法人化後は各
大学の判断で設置改廃が可能。全国共同利用機能を有する研究施設について
は、文部科学大臣が認可する中期計画中に共同利用を目的としていることが
明確になるように記述。

平成20(2008)年
共同利用・共同研究拠点：省令（学校教育法施行規則）に基づき、文部科学大
臣により認定。

平成22(2010)年
共同利用・共同研究拠点：中期目標の別表において位置づけ。

大学共同利用機関：国立学校設置法を改正し、
公私立大学の研究者の一層の利用を促進。

平成元(1989)年

大学共同利用機関：国立学校設置法が廃止さ
れ、国立大学法人法施行規則で規定。

平成16(2004)年

平成15(2003)年
附置研究所：全国共同利用附置研究所数は19 研究施設：全国共同利用研究施設数は25

４

研究施設：当初は学内措置で設置。その後、国立学校設置法に基づき同法施行
規則で規定。全国共同利用機能を有する研究施設も同法施行規則で規定。

昭和46(1971)年（研究施設の全国共同利用化）

※国立学校設置法令上の設置根拠については、
説明の都合上、当該法令の廃止時のものと
している（以下同じ）。



①国立学校設置法制定以前の体制
＝国家目的のための組織として位置づけが強かった

附置研究所：戦前に設置された研究所は、当時の国家目的遂行のために役立つ研究を直接の
目的として設立される傾向が強かった。

研究施設：その大半は病院や農場・演習林であった。

５

②国立学校設置法制定～国立大学法人化前までの体制
＝附置研究所等の「組織」に着目した支援の充実および強化

附置研究所：特定の研究領域に特化して、あるいは新たな研究領域の開拓を目指して、集中
的に研究を深めたり、一定の広がりのある研究領域を対象に継続性をもって長期的に研究を
進める組織。また、附置研究所は、大学の基本組織である学部および研究科と並ぶ組織とし
て位置づけられており、大学の特色や個性を打ち出す重要な役割も果たしていた。さらに、
全国共同利用の附置研究所は、当該分野の研究者コミュニティのための中核的研究拠点とし
ても位置づけられていた（昭和28年～）。

研究施設：研究施設は、学部および研究科において、それぞれの特定目的の研究を推進する
ために附属の施設を設置（学部附属教育研究施設等）したのが始まりであり、その発展形態
として、一部局を越えて学内の共同利用に供するために学部等から独立した組織（学内共同
教育研究施設）や、大学の枠を越えて全国の当該分野の研究者の共同利用に供する組織（全
国共同利用施設）が整備されていた（昭和46年～）。

平成15年度末の全国共同利用附置研究所・研究施設数は44



③国立大学法人化後の体制（第１期中期目標期間）
＝附置研究所を教育研究上の基本組織として、また全国共同利用機能に着目した支援

法人化後の国立大学の教育研究組織については、各大学の自主的な判断で柔軟かつ機動的に
編制することにより、学術研究の動向や社会の要請等に適切に対応し、大学の個性化を図る
ため、各大学の予算の範囲内で随時設置改廃を行うこととされた。これらを踏まえ、科学技
術・学術審議会 学術分科会 国立大学附置研究所等特別委員会において、法人化後の附置研
究所や研究施設に求められる役割や機能をについて以下のとおり提案された。
・附置研究所は、継続的かつ安定的に研究活動を展開し、我が国の学術研究を
推進する役割が極めて重要

→我が国の学術研究の中核的研究拠点
・研究施設も、各大学が先駆的・先導的研究に取り組むための戦略的研究拠点
として重要な役割。

附置研究所：
全国共同利用機能を有する附置研究所は中期目標の別表に米印（※）を付
し、中期計画中に共同利用を目的としていることが明確になるように記述
（第１期中期目標期間終了時（平成21年度末）には、全国共同利用附置
研究所数は21）

研究施設:
全国共同利用機能を有する研究施設については、中期計画中に共同利用を
目的としていることが明確になるように記述（第１期中期目標期間終了時
には、全国共同利用研究施設数は28）

６平成21年度末の全国共同利用附置研究所・研究施設数は49



④共同利用・共同研究拠点制度創設（第２期中期目標期間～）
＝共同利用・共同研究拠点の「機能」に着目した支援の充実および機能強化

共同利用・共同研究拠点：
これまで、共同利用・共同研究のシステムは、大学共同利用機関のほか、国立大学の全国共
同利用型の附置研究所等に限られていたが、公私立大学にも、人文学・社会科学分野を中心
に優れた研究実績を有する大学が少なくないことから、平成20年7月に、新たに国公私立を通
じたシステムとして、文部科学大臣が大学の附置研究所等を「共同利用・共同研究拠点」と
して認定する制度を創設（学校教育法施行規則を改正）。
これまで原則であった一分野につき一拠点の設置を分野の特性に応じて複数設置することや、
複数の附置研究所等から設置されるネットワーク型の拠点形成も可能になった。さらに平成
28年度からネットワーク型拠点の形成をより促進するため、従前、認定の対象外であった大
学共同利用機関法人・独立行政法人等が設置する研究機関を拠点の「連携施設」として制度
上位置づけ、「連携ネットワーク型拠点」として拠点活動の活性化等を図っている。これに
より当該分野のオールジャパンの学術研究体制を構築することが可能となっている。

共同利用・共同研究拠点制度の創設により、「組織」から「機能」に着目した支援を行
うことが明確になり、より大学の枠を越えた組織的連携によるオールジャパンの学
術研究体制および、連携ネットワーク型拠点による大学以外も含めたオールジャ
パンの学術研究ネットワークの構築が可能に。さらなる「機能」の強化には、世界的な
学術研究体制をどのように構築していくかが課題に。

７

平成29年度現在、国立大学77拠点（うちネットワーク５拠点（うち連携ネットワーク１拠点）)、公私立大学28拠点
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我が国の研究力の状況
「学術研究・基礎研究の成果を示す指標の一つである論文指標（総論文数や高被引

用度論文数）が、他国は拡大している中、我が国は横ばい傾向であり、相対的に低下
傾向である（TOP10％論文の場合、過去 10 年間で４位から 10 位へ）。特に、その構
造を分野ごとに大学別で見ると、日本の研究活動をけん引している大学群よりも、そ
の層の厚みを増加させる潜在力を持つ大学群が著しく弱体化している。
また、世界で国際共著論文数の増加など、研究活動の国際化が進む中で、日本の存

在感が後退している。国際的に注目される研究領域にも十分に参画できていない。
（「研究力強化に向けた研究拠点の在り方について」（平成29年4月24日 研究力強化
に向けた研究拠点の在り方に関する懇談会））

我が国の学術研究における研究力強化の検討状況
「我が国の学術研究の研究力を強化するためにも、世界トップレベルの層の研究力

を引き続き高めていくとともに、その手法・成果を活用し、トップに伍する潜在力を
有する層を対象に特定分野で優れた国際的研究拠点の形成を図るべき。」（「学術研
究における研究力強化に向けて」（平成28年8月 科学技術・学術審議会 学術分科会）
「世界トップレベルの研究拠点の形成に併せて、特定分野で世界に伍する国際的研

究拠点を形成することで、国内外から第一線の研究者を惹きつける取組を推進する」
（「科学技術イノベーション総合戦略 2016」（平成28年5月閣議決定））
「潜在的に高い研究力を有する地域の大学を中心とした 20 程度の拠点において、

優秀な外国人研究者の招へいによる国際共同研究の促進や研究支援人材の配置等を行
うことにより、世界に通用する研究分野を育成する」（「日本再興戦略改訂 2016」
（平成28年6月閣議決定））

９



世界の各国と日本の論文数の変遷

文部科学省資料より
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国立大学・公立大学・私立大学等の機関区分ごとの論文数の変遷

出典：「科学研究のベンチマーキング2015-論文分析でみる世界の研究活動の変化と日本の状況-」
（2015年8月 文部科学省科学技術・学術政策研究所）
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文部科学省調べ

大学共同利用機関の論文数
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共同利用・共同研究拠点制度の創設により、共同利用・共同研究者数、論文数やその
うち国際学術誌に掲載された論文数について、拠点数の増加を考慮したとしても、
平成２２年度に比べ大きく増加しており、制度の創設により一定の成果は認められる。
しかしながら、、、、、

共同利用・共同研究拠点の研究力の状況

文部科学省調べ
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※１ 文部科学省調べに基づく

国際的にみると、その論文の「質」およびその生産性について、例えば（独）マッ
クスプランク学術振興協会と比較した場合、以下のとおり（独）マックスプランク学
術振興会がこれらを大きく凌駕している（データ間のブレなどがあり単純比較は難し
いが、それを考慮してもデータが大きくズレているとは考えられない）。

１４

共同利用・共同研究拠点※１
（国立大学７７拠点）

マックスプランク学術振興協会※２

拠点数
・研究所数

７７拠点（うち、ネットワーク：５）
・理工学系：３８
・医学・生物系：２９
・人文・社会科学系：１０

８３研究所
・化学・物理・工学：３２
・バイオ・ライフサイエンス：２９
・人文・社会科学：２２

所属研究者数
（A）

所属研究者数（大学院生を含む）
５，０５２名（H26）
※共同利用・共同研究者数：２７，３００名（H26）
を含めると３２，３５２名

所属研究者数（博士課程・ゲスト含む）
８，０９５名（H26）

国際学術誌
掲載論文数

（B）

６，５７７本（H26）
※国際学術誌全て。
一人当たり国際学術誌掲載論文数B/A
約０．２０～１．３０本（H26）

１２，２４１本（H26）
一人当たり国際学術誌掲載論文数B/A
約１．５１本（H26）

国際ステージでの共同利用・共同研究を推進し、国際共著論文の増加を始め、より
高いレベルの研究を実施し、もって我が国の研究力を強化し、プレゼンスの一段の向
上のためには、国内外に「見える化」を図り、現行の共同利用・共同研究拠点の国際
ステージでの研究力をさらにあげる必要がある。

そこで、国際共同利用・共同研究拠点制度の創設を提案。

※２ Annual Report2014（論文数はWeb of Science）に基づく
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国際共同利用・共同研究拠点に求められる主な基準等①

「国際共同利用・共同研究拠点の運営について学内において一定の独立性を付与。」

【現状（「共同利用・共同研究拠点の新規認定に関する要項」

における審議に当たっての主な観点） 】

① 申請施設が、大学の学則その他これ
に準ずるものに記載されているか。
（規程（※）第３条第１号関連）

○ 大学学則、大学組織規則、研究所
組織規程等に申請施設が明確に位置
付けられているか。

【新たな観点（審議に当たっての主な観点に追記） 】

① 申請施設が、大学の学則その他これ
に準ずるものに記載されているととも
に、国際共同利用・共同研究拠点の
運営について学内において一定の独立
性を持っているか。

（規程第３条第１号関連）
○ 大学学則、大学組織規則、研究所
組織規程等に申請施設が国際共同利
用・共同研究拠点として明確に位置付
けられているか。
○ 学内で了承された国際共同利用・共
同研究拠点運営方針（学内において
一定の独立性（当該拠点が一定の権限
（人事権など）やガバナンス体制
など）を持っていることを明記）を
策定し、国際的に周知しているか。

１７

※「共同利用・共同研究拠点の認定等に関する規程」
以下同じ。



国際共同利用・共同研究拠点に求められる主な基準等②

「意思決定機関において国際的な研究者コミュニティの意向を反映。」

【現状（「共同利用・共同研究拠点の新規認定に関する要項」

における審議に当たっての主な観点）】

④ 共同利用・共同研究の実施に関する
重要事項であって、申請施設の長が
必要と認めるものについて、当該申請
施設の長の諮問に応じる機関として、
次に掲げる委員で組織する運営委員会
等を置き、イの委員の数が運営委員会
等の委員の総数の２分の１以下である
か。
イ 当該申請施設を置く大学の職員
ロ 関連研究者
ハ その他当該申請施設の長が必要と
認める者

（規程第３条第４号関連）

【新たな観点（審議に当たっての主な観点に追記） 】

④ 国際共同利用・共同研究の実施に
関する重要事項であって、申請施設の
長が必要と認めるものについて、当該
申請施設の長の諮問に応じる機関とし
て、次に掲げる委員で組織する運営
委員会等を置き、イの委員の数が運営
委員会等の委員の総数の２分の１以下
であるか。
イ 当該申請施設を置く大学の職員
ロ 関連研究者（海外の研究機関に
所属する外国籍の関連研究者を含
む）

ハ その他当該申請施設の長が必要と
認める者

（規程第３条第４号関連）
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国際共同利用・共同研究拠点に求められる主な基準等③

「共同利用・共同研究課題を国際的に公募し、国際的な研究者コミュニティの意向を
踏まえて採択。」

【現状（「共同利用・共同研究拠点の新規認定に関する要項」

における審議に当たっての主な観点）】

⑤ 共同利用・共同研究の課題等を広く
全国の関連研究者から募集し、関連
研究者その他の申請施設を置く大学の
職員以外の者の委員の数が委員の総数
の２分の１以上である組織の議を経て
採択を行っているか。

（規程第３条第５号関連）

【新たな観点（審議に当たっての主な観点に追記） 】

⑤ 国際共同利用・共同研究の課題等を
広く世界全国の関連研究者から募集し、
関連研究者その他の申請施設を置く
大学の職員以外の者（海外の研究機関
に所属する外国籍の関連研究者を含
む）の委員の数が委員の総数の２分の
１以上である組織の議を経て採択を
行っているか。

（規程第３条第５号関連）
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国際共同利用・共同研究拠点に求められる主な基準等④

「国際的な支援体制を構築。」

【現状（「共同利用・共同研究拠点の新規認定に関する要項」

における審議に当たっての主な観点）】

⑥ 共同利用・共同研究に参加する関連研究者
に対し、申請施設の利用に関する技術的
支援、必要な情報の提供その他の支援を
行うために必要な体制を整備しているか。
（規程第３条第６号関連）
○ 共同利用・共同研究に参加する関連研究
者に対する支援業務に従事する専任職員
（教員、技術職員、事務職員等）が配置
されているか。
○ 技術的支援について、例えば、技術職員
の配置や設備のスムーズな利用等の面で、
適切な体制が整備されているか。
○ 関連研究者に対して、必要な情報を継続
的に提供するための体制が整備されている
か。
○ その他拠点の活動内容に応じて、例えば、
事務体制や研究スペースの確保、宿泊施設
の確保等が適切に行われているか。

【新たな観点（審議に当たっての主な観点に追記）】

⑥ 国際共同利用・共同研究に参加する関連
研究者に対し、申請施設の利用に関する
技術的支援、必要な情報の提供その他の
支援を行うために必要な体制を整備して
いるか。（規程第３条第６号関連）
○ 国際共同利用・共同研究に参加する関連
研究者に対する支援業務に従事する専任
職員（教員、技術職員、事務職員等）が
配置されているか。
○ 技術的支援について、例えば、技術職員
の配置や設備のスムーズな利用等の面で、
国際的に適切な体制が整備されているか。
○ 関連研究者に対して、必要な情報を継続
的に提供するための国際的な体制が整備
されているか。
○ その他拠点の活動内容に応じて、例えば、
国際的な事務体制や研究スペースの確保、
宿泊施設の確保等が適切に行われているか。
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国際共同利用・共同研究拠点に求められる主な基準等⑤

「国際的な研究コミュニティからの要望を踏まえた国際共同利用・共同研究拠点であるこ
と。」

【現状（「共同利用・共同研究拠点の新規認定に関する要項」

における審議に当たっての主な観点）】

⑧ 共同利用・共同研究に多数の関連
研究者が参加することが見込まれるか。
また、多数の関連研究者から申請施設
を拠点として認定するよう要請がある
か。

（規程第３条第８号及び９号関連）

【新たな観点（審議に当たっての主な観点に追記） 】

⑧ 国際共同利用・共同研究に多数の
世界の関連研究者が参加することが
見込まれるか。また、多数の世界の
関連研究者から申請施設を拠点として
認定するよう要請があるか。

（規程第３条第８号及び９号関連）

国際共同利用・共同研究拠点に求められる主な基準等⑥

「KPI（Top1%、Top10%論文輩出率、在籍する外国人研究者割合など）を設定し国際外
部評価を実施。」

国際共同利用・共同研究拠点に求められる主な基準等⑦

「人事制度等の各種改革（クロス・アポイントメントの拡充、外国人の生活環境の
整備など）」
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